
川崎市自治推進委員会 委員名簿（敬称略・50音順） 
氏名 役職・居住区 

○牛山 久仁彦 明治大学政治経済学部教授 
 梅本 真理子 麻生区（公募市民委員） 
◎小島  聡 法政大学人間環境学部教授 
 竹井  斎 中原区（公募市民委員） 
 矢島  尚 社団法人日本パブリックリレーションズ協会理事 
 吉田  彩 高津区（公募市民委員） 

◎は委員長、○は副委員長 

あいさつをする阿部市長 

左から､牛山委員､小島委員､矢島委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

阿部市長からのあいさつ 

委員会の開会に

あたり、阿部市長か

ら、｢本市では、自

治基本条例施行後、

区民会議の設置や

パブリックコメン

ト手続条例の制定

など、条例に基づく取組を進めています。この自治推

進委員会において、第１期目として、それらの制度等

の内容や課題等について十分審議していただき、自治

基本条例に基づく市の取組状況を広く情報発信し、市

民と共有していくための効果的な手法のあり方、考え

方について､ご提言をいただきたいと考えています。

委員の皆さまには、是非、活発なご審議をお願いした

いと思います。｣とあいさつがありました。 

委員の構成と任期について 
牛山委員 明治大学で自治体経営論という科目を

担当し、地方自治の研究をしております。川崎市では

市民活動推進委員会で市民活動に携わる皆様とさま

ざまな議論をしています。 

小島委員 自治基本条例の策定過程で、検討委員会

の副委員長をさせていただきました。 

現在、政策評価委員会の委員や多摩川プランの委員

もさせていただいております。自治基本条例がどう動

いていくのか、皆さんとともに審議し、有効な提言を

させていただければと思っております。 

矢島委員 多摩区と麻生区に住んで37年たちます。

これまで、世田谷区で地域活動をしてきましたが、今

度は、地元に役立つことをやるべきではないかと思い、

何かお役に立てればと今回参加しました。PR 関係の

仕事をしていますので、その経験、知識が少しでもお

役に立てれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梅本委員 北九州市に生まれ育ち、国際交流活動を

17 年、北九州市が設立した国際東アジア研究センタ

ーに７年勤務し、2 年前に麻生区に越してきました。

友達と幼児サークルを立ち上げ、子供とお母さんのネ

 第 1 回「川崎市自治推進委員会」が、平成 19 年 2 月 7 日（水）に市役所会議室で開催されまし

た。この委員会は､平成 17 年 4 月 1 日に施行された「川崎市自治基本条例」第 33 条基づき、川

崎市における自治の取組を調査・審議するために設置された委員会です。 

第１回川崎市自治推進委員会が開催されました!! 

川崎市自治推進委員会
ニュースレター 
 

Ｖｏｌ．１/平成１９年３月号 
川崎市総合企画局自治政策部 



委員会のスケジュール 

左から､吉田委員､竹井委員､梅本委員 

□発行／お問い合わせ先：川崎市総合企画局自治政策部 
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1 番地 

TEL 044（200）3708  FAX 044（200）3800 e-mail 20ziti@city.kawasaki.jp 

ホームページ http://www.city.kawasaki.jp/20/20bunken/home/site/jichi/index.htm 

※ ホームページを随時更新しております。あわせてご覧ください。 

※ また、「かわさきメールニュース」の「かわさき自治マガジン」からも最新情報をお届けします。 

ットワークづくりに取組んでいます。 

竹井委員 中原区に住み、中原区のまちづくり推進

委員会等の活動をしています。  

 自治基本条例の検討委員でしたが、また関わること

ができ、期待といいますか責任を感じています。自治

基本条例を多くの市民に知ってもらうことから、取り

組んでいければいいなと思っています。 

吉田委員 高津区に住み、高津区まちづくり協議会

で市民活動を行っています。自治基本条例の検討委員

でした。 

今回、自治推進委員会委員に就任する機会を得て、

区民会議の設置や住民投票制度など、この条例がいか

にさまざまな制度の根底にあるかがわかり、もっと発

信していく必要性を感じています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

委員会の進め方と次回の予定 
 委員会の進め方

として､関係者への

ヒアリングを行う

ことが確認されま

した。 

 次回の委員会で

は、区民会議を中心

に市の取組状況を審議します。 

 また、4 月下旬から 5 月中旬頃に市民と職員向け

の報告会（パブリックリレーションズに関する講演な

ど）を開催し、その後、5 回程度の委員会における調

査審議を経て、報告書にとりまとめる予定です。 

 

 

 

 傍聴が可能ですので、興味をもたれた方は、ぜひお

越しください。 
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第1 回
（2月7日）

○委嘱状交付 
○委員会の目的・進め方の確認等 

第2 回
（3月29日）

○条例に基づく取組状況や課題等の
 検討など 

第6 回
（11月中旬）

○報告書の中間とりまとめなど 

第7 回
（Ｈ20年2月）

○報告書のとりまとめなど 

第5 回
（9月上旬）

○条例に基づく取組の具体的課題等 
の検討 

○情報共有の具体的手法等の検討な 
 ど 

報告内容の情報発信（市民向けフォーラム等）
（H20 年3 月） 

第4 回
（7月下旬）

○条例に基づく取組の具体的課題等 
の検討 

○情報共有の具体的手法等の検討な 
 ど 

第3 回
（5月下旬）

○条例に基づく取組状況や課題等の
検討 

○情報共有の効果的手法に係る委員
からの提案など 

4月下旬～
5月中旬

○報告会（市民・職員向け） 
仮題：パブリックリレーションズに関

する講演 ほか 

次回の委員会は、   

3 月29 日（木）18:30～ 

高津区役所1 階保健福祉センター 保健ホール 

事務局では､皆さんからの意見・提

案、感想などをお待ちしています。 


